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【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  17/25     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  21/18     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  17/383    (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  37/26     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/26     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ   17/25     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   21/18     　　　　
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   Ｂ０１Ｊ   37/26     　　　　
   Ｂ０１Ｊ   23/26     　　　Ｚ
   Ｃ０７Ｂ   61/00     ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成30年4月13日(2018.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  触媒の存在下、ハイドロフルオロカーボンの脱フッ化水素が行われる第１反応工程によ
って含フッ素オレフィンを製造する方法において、
  前記ハイドロフルオロカーボンは、ＨＦＣ－２４５ｅｂであり、
  前記触媒は、化学式ＣｒＯｍ（１．５＜ｍ＜３）で表される酸化クロムを含み、
  前記脱フッ化水素の反応温度は、２００℃以上、３８０℃以下であり、
　前記第１反応工程の後、該第１反応工程が行われる反応器から排出する全生成物の流量
Ｓ（ｍｏｌ／ｍｉｎ）に対して、前記全生成物に含まれるＥ体及びＺ体のＨＦＯ－１２３
４ｚｅの流量とＨＦＣ－２４５ｆａの流量との合計Ｓ１（ｍｏｌ／ｍｉｎ）の割合が５％
以下である、含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項２】
  前記触媒は、化学式ＣｒＯｍ（２≦ｍ＜３）で表される酸化クロムである、請求項１に
記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項３】
  前記触媒は、化学式ＣｒＯｍ（２．０５≦ｍ≦２．３）で表される酸化クロムである、
上記請求項１に記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項４】
  前記第１反応工程の後、該第１反応工程が行われる反応器からの流出物の一部又は全部
を少なくとも第１留分と第２留分とに分離する分離工程を行い、
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  前記第１留分は、ＨＦＣ－２４５ｅｂ濃度が前記分離工程の前よりも増大しており、前
記第２留分は、ＨＦＣ－２４５ｅｂ濃度が前記分離工程の前よりも低下しており、
  前記分離工程の後、前記第１留分の少なくとも一部の脱フッ化水素を行う、請求項１～
３のいずれか１項に記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項５】
  前記第１反応工程の後、該第１反応工程が行われる反応器からの流出物の一部又は全部
を少なくとも第３留分と第４留分とに分離する分離工程を行い、
  前記第３留分は、ＨＦＣ－２４５ｃｂ濃度が前記分離工程の前よりも増大しており、前
記第４留分は、ＨＦＣ－２４５ｃｂ濃度が前記分離工程の前よりも低下しており、
  前記分離工程の後、前記第３留分の少なくとも一部の脱フッ化水素を行う、請求項１～
３のいずれか１項に記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項６】
  前記第１留分の少なくとも一部は、前記第１反応工程にリサイクルされて脱フッ化水素
が行われる請求項４に記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項７】
  前記第３留分の少なくとも一部は、前記第１反応工程にリサイクルされて脱フッ化水素
が行われる請求項５に記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項８】
  前記ハイドロフルオロカーボンは、酸素ガスを同伴させて前記第１反応工程に供する、
請求項１～７のいずれか１項に記載の含フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項９】
  酸素ガスの流量（ｍｏｌ／ｍｉｎ）が、前記ハイドロフルオロカーボンの流量（ｍｏｌ
／ｍｉｎ）に対して０．１％以上１０％以下である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
  前記酸化クロムは、第５族金属をさらに含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の含
フッ素オレフィンの製造方法。
【請求項１１】
  前記酸化クロムに含まれる第５族金属の原子数の割合は、前記酸化クロムに含まれる全
金属原子数に対して０．１％以上５０％以下である、請求項１０に記載の含フッ素オレフ
ィンの製造方法。
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